
令和4年度
（令和4年4月～令和5年3月）

一時立入りに関するお知らせ
（１）令和4年度の一時立入りは、令和4年4月10日（日）から

実施いたします。事前に申し込みをお願いします。

【一時立入り受付コールセンター】
ü電話番号：ỂểỄỂṨỄỄỂṨỉỊỊṕ Ṗ
ü申し込み受付開始日：令和4年4月4日（月）
ü受付時間：平日8:00 ～20:00

土日・祝日、年末年始8:00 ～17:00
（年末年始期間：12月25日～1月8日※）

※令和４年12月29日（木）～令和５年1月3日（火）はコールセンターでの受
付はできません。

【一時立入りWEB予約受付（マイカー・従来型バス立入り）】
ü URL：https://www.ichijitachiiri.com

（一時立入りコールセンターホームページ）
ü申し込み受付開始日：令和4年4月1日（金）※
ü受付時間：24時間
※WEB予約受付に関するコールセンターへのお申込み・お問い合わせに対する回答
につきましては、4月4日（月）以降となります。申し込みの流れは同封の「一時立入
りWEB予約受付システム開設のお知らせ」をご参照ください。

（２）マイカーを利用した立入りでは、津島、加倉、長塚越田、大野、
高津戸及び毛萱・波倉の６スクリーニング場で当日受付が可能です。
受付日・時間などの注意事項(P12 )をご確認の上お越しください。

（※1）申し込みの方法・締切、スケジュールなどの詳細については、当冊子や一時立入り
コールセンターホームページ(https://www.ichijitachiiri.com) をご参照ください。

（※2）気象状況、新型コロナウイルスの感染状況等により、やむを得ず一時立入りを中
止することがあります。

（※3）立入規制緩和区域のみの立入りに関しては特段の申し込みは必要ありません。

https://www.ichijitachiiri.com/
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○

これまで上期と下期に分けて年間2回送付していた「一時立入りに関するお知ら

せ」について、令和４年度から年度当初に上期及び下期の内容をまとめて送付す

ることとなりました。（下期の送付はありません）

Ẇ

これまで水・木曜日の限定開催日については当日受付を実施しておりませんでし

たが、立入制限の緩和状況等を踏まえて、当日受付を実施いたします。なお、従

来型バス立入りの実施日、お盆・お彼岸については、当日受付を実施いたしません。

Ẇ

これまで従来型バス立入りの実施日はマイカーによる立入りの受付を実施しており

ませんでしたが、令和４年度より従来型バス立入りの実施日にマイカーによる立入

りについても受付を実施することとなりました。なお、従来型バス立入りの開催日にお

けるマイカーによる立入りの受付を実施するスクリーニング場は毛萱・波倉、加倉、

高津戸の３スクリーニング場のみとなります。なお、受付世帯数に上限があり、当日

受付は実施できませんのでご注意ください。

Ẇ

これまでお盆・お彼岸、年末・年始、水・木曜日の限定開催日の受付については

受付上限世帯数を設けておりましたが、立入制限の緩和状況等を踏まえて、受付

上限世帯数を撤廃いたします。なお、従来型バス立入りの開催日のマイカーによる

立入りの受付については引き続き受付上限世帯数が設定されておりますのでご理

解いただけますと幸いです。
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Ẇ

これまで駅送迎バス立入りにおける立入先での滞在時間の上限は2時間でしたが、

令和4年度より5時間に拡大いたします。なお、従来型バス立入りの立入り時間の

上限は「自宅またはお墓近辺でバスを降車してから2時間」で変更いたしません。

Ẇ

大熊町では令和３年11月より、富岡町では令和４年１月より、当該区域に入

域する場合は、従来型バス立入り・駅送迎バス立入りを利用される場合を除き、ス

クリーニング場に立ち寄ることなく立ち入ることができるようになりました。その際は通

行証は必要ありません。詳しくはそれぞれの町の広報等でご確認ください。
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【一時立入り受付コールセンター】

ü Ḳ 0120 -220 -788 ṕ Ṗ

ü Ḳ 8:00 Ṍ20:00                                                

8:00 Ṍ17:00

【一時立入りWEB予約受付（マイカー・従来型バス立入り）】

ü URLḲhttps://www.ichijitachiiri.com

ü Ḳ24
Åコールセンターに電話がつながりにくい場合は、お手数をおかけしますが、時間をおいておかけ

直しください。
Åマイカー立入りについて、従来型バス立入り日は、立入りの安全確保等の観点から加倉、

高津戸、毛萱・波倉の３スクリーニング場において受付上限世帯数を設定させていただいて
おります。

Å公益一時立入りの申し込み・お問い合わせは、これまでどおり各市町村にご連絡ください。
Å資料の送付先を変更する場合は、必ず変更内容をご連絡ください（大熊町と浪江町は

コールセンター、富岡町と双葉町は町が連絡先となっています。）。

ṙ Ṛ

マイカーを利用した立入り、バスを利用した立入りには、事前の申し込み
が必要です。申し込みの方法・締切、スケジュール等をご確認の上、お申し
込みください。

また、マイカーを利用した立入りについては、令和4年度はP5に記載の6
スクリーニング場で当日受付を実施します。受付日・時間などに注意事項
がございますので、P12をよくご確認の上、お越しください。

マイカーによる立入りについて
P5～13をご確認ください。

4

従来型バス立入りについて
P14～16をご確認ください。

駅送迎バス立入りについて
P17～23をご確認ください。

https://www.ichijitachiiri.com/
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Ệ

Ẇ

原則、年間の立入り回数は30 回上限です。ただし、立入りの状況を踏まえて､31

回目以降の立入りを認める場合があります。

Ẇ

9:00 ～16:00 の最大7時間です。
（注）受付時間を含みます。

Ẇ

原則、水曜日・木曜日を休止日としますが、月1回程度、①毛萱・波倉､②高津

戸、③加倉の3スクリーニング場に限定して受付を実施し、立入りできるようにして

います。

Ẇ

①コールセンターへのお電話：立入り希望日前日の申し込み受付時間内

②WEB予約受付：立入り希望日の2日前

③当日受付：立入り日当日に6スクリーニング場にお越しください（以下参照）。

Ẇ （P12もご確認ください）

以下の６スクリーニング場で実施します。当日9:00 ～12:00 にお越しください。

【浪江町】 ①津島 ②加倉

【双葉町】 ③長塚越田

【大熊町】 ④大野

【富岡町】 ⑤高津戸 ⑥毛萱・波倉

（注１）従来型バス立入り日、お盆・お彼岸は当日受付できませんのでご注意ください。

（注２）事前予約をした場合に比べて、10分程度受付に時間が掛かる場合があります。また、道路や住

宅前の鍵開け対応に時間が掛かる場合があります。
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ṕỄṖ

Ẇ

世帯主車両と同行するご親戚や引越業者等の車両について、津島、加倉、長塚

越田、大野、毛萱・波倉で受付される場合には5台まで可能です。（世帯主車両

とあわせて6台まで可）

中屋敷、高津戸については帯同車両は2台までとさせていただきます。
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【注意】気象状況により、やむを得ず一時立入りを中止することがあります。
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【注意】従来型バス立入り日は、立入りの安全確保等の観点からスクリーニング場ごとの受付上限世帯数を設けさせていただいております。



【注意】従来型バス立入り日は、立入りの安全確保等の観点からスクリーニング場ごとの受付上限世帯数を設けさせていただいております。
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【注意】気象状況により、やむを得ず一時立入りを中止することがあります。
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【注意】気象状況により、やむを得ず一時立入りを中止することがあります。

【注意】従来型バス立入り日は、立入りの安全確保等の観点からスクリーニング場ごとの受付上限世帯数を設けさせていただいております。
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【注意】気象状況により、やむを得ず一時立入りを中止することがあります。

【注意】従来型バス立入り日は、立入りの安全確保等の観点からスクリーニング場ごとの受付上限世帯数を設けさせていただいております。
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従来から実施しておりますバス立入り（「従来型バス立入り」）の申し込み
の締切は、以下のとおりです。

バス立入りの当日申し込み・受付はできません。必ず、締切日までに申し込
みを行ってください。

従来型バス立入りで立入規制緩和区域に入域する場合も申し込みが必
要となりますので、ご注意ください。

なお、令和４年度から従来型バス立入りの開催日にマイカー立入りも受付
することができるようになりました。
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Ẇ

従来から実施しておりますバス立入り（「従来型バス立入り」）に加え、令和２年

度から「駅送迎バス立入り」制度を実施しています。

「駅送迎バス立入り」とは、P20,21 に掲載の「駅送迎バス立入り実施スケジュー

ル」の予約可能日に限り、常磐線の最寄り駅（富岡駅、夜ノ森駅、大野駅、双

葉駅、浪江駅）、高速道路の最寄りインターチェンジ（常磐富岡IC）等から小

型バス（最大9名まで）に１世帯毎に乗車して立入りできる制度です。

（注１）最寄り駅・常磐富岡ICまでは常磐線・高速バス等でお越しいただくことになります。

（注２）1日あたり最大4世帯までといたします。
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Ẇ

従来型バス立入り実施日、お盆・お彼岸期間を除く平日のマイカー立入り実施日

（P20,21 の「駅送迎バス立入り実施スケジュール」をご確認ください。）

Ẇ

JR常磐線各駅（富岡、夜ノ森（東口）、大野（西口）、双葉（東口）、浪

江）、常磐自動車道インターチェンジ（常磐富岡IC）及び四町内に立地してい

る災害公営住宅の数か所。

（注）四町内に立地している災害公営住宅は、現時点では以下のとおりです。

Ẇ

9:00 ～16:00 （受付時間を含む。）としますが、立入先での滞在時間は最初

の立入り先に降車してから5時間を上限とします。

なお、入域・退域の時間は以下の時間帯を推奨します。

【入域】受付中継基地からの出発時間 9:00 ～11:00 の間

【退域】受付中継基地への戻り時間 13:00 ～15:00 の間

18

浪江町
幾世橋住宅団地 浪江町大字幾世橋字来福寺西262 番地 集会所（来福寺西）

請戸住宅団地 浪江町大字請戸字北廹32番地47 集会所前

双葉町 － － －

大熊町 大熊町災害公営住宅 大熊町大字大川原字南平1918
生活循環バス
災害公営住宅

乗り場付近

富岡町

曲田第1団地 富岡町大字小浜字中央374 番地の1、他 集会所前

曲田第2団地 富岡町大字小浜字反町13-1 駐車場内

栄町団地 富岡町大字小浜字中央583 駐車場内



ṙ Ṛṕ3Ṗ

Ẇ

複数箇所（自宅及び墓地等の場合や､帰還困難区域及び立入規制緩和区

域）の立入りも可能としますが、立入先での滞在時間は最初の立入り先に降車

してから5時間を上限とします。

Ẇ

最大9名までとします。なお、1世帯につき1台の小型バスに乗車していただきます。

Ẇ

コールセンターでの電話受付のみとなります（WEBによる予約受付は行っていませ

ん）。予約締め切りは立入り希望日の１週間前の申し込み受付時間内です。
（注）当日申し込み・受付はできません。必ず、締切日までに申し込みを行ってください。
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ṕ 4 4 Ṍ9 Ṗ
【注意】気象状況により、やむを得ず一時立入りを中止することがあります。
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ṕ 4 10 Ṍ 5 3 Ṗ
【注意】気象状況により、やむを得ず一時立入りを中止することがあります。
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β http://www.pref.fukushima.jp/douro/kisei/kisei-list.htm
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令和4年度 住民一時立入り実施要領

令和4年4月

富岡町、大熊町、双葉町、浪江町

原子力災害現地対策本部

令和4年度の住民一時立入り（以下、「立入り」）は、以下の方法により実施する。

Ⅰ．マイカーによる立入り

１．立入り回数（１）1世帯あたり、バス立入り含め年間最大30回の立入りを可能とする。

（２）31回目以降の立入りは、被ばく線量等の状況を踏まえて個別に判断する。

２．立入り時間

（１）中継基地での受付開始時刻は9:00 とする。

（２）中継基地での帰りの受付は16:00 までに行うものとする。

３．申し込み方法及び中継基地での受付等について

（１）立入りを希望される方は、希望日の前日までにコールセンターに、立入りの申し込みを行う。ただし、前日までの申し

込みができなかった場合に、別途定められた方法により立入り当日12:00 までに特定のスクリーニング場に来た場合

には、立入りを行うことができる（従来型のバス立入りの開催日、お盆・お彼岸は除く）。

（２）立入り当日は、必ず中継基地で受付を行い、通行証、個人線量計、防護装備､無線機等を受ける。また、希望

に応じ、空間線量計を1世帯に1台貸し出す。

（３）立入り終了後は、中継基地にてスクリーニングを実施するとともに貸与物品の返却を行う。

（４）中継基地は、①津島スクリーニング場、②加倉スクリーニング場、③長塚越田スクリーニング場、④中屋敷スクリー

ニング場、⑤大野スクリーニング場、⑥高津戸スクリーニング場、⑦毛萱・波倉スクリーニング場を使用する。また、従

来型のバス立入りの開催日は立入りの安全確保等の観点から、基地ごとの受付上限世帯数を設けることとする。

（５）代理人による立入り（世帯主のご家族による立入りを除く）の場合、世帯主からの委任状を必要とする。

【参考】

①行きも帰りも同じ中継基地で受付を行う場合の流れ

②行きと帰りで中継基地を変える場合

立入り 大野スクリーニング場
（帰りの受付）

大野スクリーニング場
（行きの受付）

常磐道 常磐道

立入り
加倉スクリーニング場

（帰りの受付）
大野スクリーニング場

（行きの受付）
常磐道 常磐道
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４．立入り車両・持出し可能物
（１）立入り車両の台数は、1世帯につき1台とする。なお、引越業者等の帯同業者は最大5台まで立入りできることとす

る。スクリーニング場の場所的制約のため、中屋敷スクリーニング場、高津戸スクリーニング場では帯同車両を最大2
台までとする。

（２）スクリーニング場の場所的制約のため、立入り可能車両のサイズについては、全長6.4 ｍ（概ね2ｔトラック相当）
以下の車両とする。

（３）スクリーニング基準（13,000cpm ）を超える物品、屋外に置かれた物品又は経口摂取する物品は持ち出しを認
めない。

５．その他
（１）立入り人数は、安全確保の観点から2名以上でお願いいたします。
（２）飼っていたペット（生存中の犬又は猫に限る）については、中継基地においてスクリーニング等の所要手続きを

していただき、スクリーニング基準未満であることを確認の上、持ち出すことができるものとする。なお、コールセンターへ
の事前登録は不要とする。

（３）ご希望に応じ、車両や持ち出し物品のスクリーニング済書を発行する。
（４）中継基地では、一般ごみの回収は行わない。
（５）詳細は「一時立入りに関するお知らせ」を参照することとする。

Ⅱ．バスによる立入り

１．立入り回数、休止日
立入りができる日は、別に定める「一時立入り実施スケジュール」の日程の範囲内で行えるものとする。

２．立入り時間
立入り時間は、ご自宅又はお墓付近でバスを降車してから、従来型のバス立入りについては2時間、駅送迎バス立入り

については5時間を上限とする。

３．申し込み方法及び中継基地での受付等について
（１）立入りを希望される方は、別に定められた期日までにコールセンターに、立入りの申し込みを行う。ただし、事前に申

し込みがない場合の立入りは認めない。

（２）立入り当日は、公共交通機関、送迎バス、自家用車等にて集合場所や中継基地に参集する。その後、受付手続
を済ませ、マイクロバス等にて立入りを実施する。

（３）中継基地は、従来型のバス立入りについては、①加倉スクリーニング場（双葉町、浪江町）、②毛萱・波倉スクリ
ーニング場（富岡町、大熊町）を、駅送迎バス立入りについては、①加倉スクリーニング場、②長塚越田スクリーニン
グ場、③大野スクリーニング場、④高津戸スクリーニング場を使用する。

（４）立入り先は、従来型のバス立入りについては自宅又は墓地のいずれか1ヶ所とし、駅送迎バス立入りについては5時
間の範囲内で複数の立入りを可能とする。

４．立入り車両・持出し可能物
（１）持ち出せるものは、従来型のバス立入りについてはマイクロバスに持ち込める物、かつ、住民が自ら持てる範囲の物

品とし、駅送迎バス立入りについては、利用する公共交通機関の法令・規則等で認められている物品、かつ、住民が
自ら持てる範囲の物品とする。

（２）スクリーニング基準（13,000cpm ）を超える物品、ペットの持ち出し、屋外に置かれた物品や経口摂取する物品
の持ち出しは認めない。

５．その他
（１）1世帯当たりの立入り人数は、従来型のバス立入りについては最大3名、駅送迎バス立入りについては最大９名と

する。
（２）Ⅱ．に定めのない事項は、「Ⅰ．マイカーによる立入り」に準じる。
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【メモ】
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